
（参考）   

高額所得者に対する明渡請求について 

 

 都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対して、低廉な家賃で賃貸する公共

的な住宅です。このため、公営住宅法や東京都営住宅条例は、高額所得者に対する明

渡請求を定めています。 
 
（１）高額所得者 

都営住宅を５年以上使用している方で、最近２年間連続して認定所得月額<*1>

が明渡基準（３１３，０００円<*2>）を超えた方です。 
   

 <*1> 「認定所得月額」は、世帯全体の「年総収入額」から一定の控除をした

後の「年総所得額」から、さらに公営住宅法施行令で定める額を控除した

額を１２で除した額です。 

   <*2> 給与所得者１名、同居・扶養親族３名の標準世帯として年総所得額に換

算すると、約５００万円となります。 
       

（２）東京都都営住宅高額所得者審査会 

東京都営住宅条例に基づき、高額所得者に対する明渡請求の可否を審査するた

めに設置されている知事の附属機関です。学識経験者５名により構成され、会議

及び議事録は、東京都都営住宅高額所得者審査会運営要綱により、非公開として

います。 

 

 

（３）明渡請求の基本的プロセス 

・ 高額所得者認定、明渡指導個別説明会の開催、東京都都営住宅高額所得者審

査会への付議等を経て明渡請求をします。 
・ 明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して６月を経過

した日以後の日となり、今回の場合は、令和８年９月３０日となる予定です。 
・ 明渡請求に応じていただけない場合は、都営住宅の使用許可を取り消し、住

宅の明渡しを求めて提訴します。 

 




